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研究成果の概要（和文）：　複数人が管理する財産や、複数人に権利または利益が帰属する財産について、意思決定や
代表の方法、訴訟や強制執行のあり方をめぐる問題が、権利義務の内容や帰属をふまえて解決されるべきであることな
どを明らかにした。具体的には、マンションの管理組合における意思決定と訴訟、入会権をめぐる訴訟、法人でない団
体をめぐる訴訟と執行、共同相続財産をめぐる訴訟、投資信託の受益権に対する強制執行などに関する諸問題について
、結論を得た。

研究成果の概要（英文）：　We were able to come to the conclusion that in terms of properties which are 
administrated by multiple persons, or properties whose right and interest belong to multiple persons, 
well consideration should be made with respect to the content of the rights and obligations involved or 
to how these rights or obligations are vested in the hands of the parties concerned, when we try to 
resolve issues such as how the process or the form of decision-making or representation concerning such 
properties should be, and in what form litigations or enforcement regarding such properties should take 
place. More concretely conclusions were achieved over problems such as decision-making and litigation by 
the management body of condominiums, litigations over “iriai” rights, litigations and enforcements 
concerning groups of people that are not juridical persons, litigations over inheritance succeeded to 
multiple successors, enforcement against the beneficiary rights of an investment trust.

研究分野： 民法
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１．研究開始当初の背景 
財産管理制度のあり方に関する研究は、信

託、共同相続、権利能力なき社団、建物区分
所有、民法上の組合のそれぞれについてすで
に蓄積があり、特に、平成 18 年に改正され
た信託法が規定を整備したのを受けて、信託
について研究が深められた。しかし、これら
の財産管理制度を相互に比較しつつ考察す
る研究は、必ずしも十分とはいえなかった。
手続法においては、近時、提訴に同調しない
入会権者を被告として提起された訴訟につ
いての最高裁判決や、権利能力なき社団に対
する強制執行についての最高裁判決などを
契機に、議論が深められた。しかし、複数人
による、または、複数人に対する権利行使に
関する手続上の諸問題についての総合的な
研究は、必ずしも十分とはいえなかった。 
 
２．研究の目的 
財産の権利または利益が複数人に帰属す

る場合を対象として、複数人による、または、
複数人のための財産管理制度のあり方につ
いて、隣接する制度を相互に比較しつつ、か
つ、実体法および手続法の両面から、研究を
行う。具体的には、信託（受託者または受益
者が複数の場合）、共同相続、権利能力なき
社団、建物区分所有、民法上の組合などを対
象として、権利または利益の帰属主体と財産
を管理する者との間の関係、帰属主体相互の
関係および帰属主体と財産管理行為の相手
方との間の関係の規律が、帰属主体や当該相
手方の利害を適切に考慮するものとなって
いるのかを、判決手続や執行手続の場面も含
めて、明らかにする。 
 
３．研究の方法 
複数人が財産を管理する場合に、当該複数

人相互間の利害を調整し、適切に財産を管理
することを、どのように確保すべきなのかを、
明らかにする。この場合に、複数人による意
思決定や業務執行がどのように行われるの
か、複数人による判決手続や執行手続がどの
ように行われるのかについて考察する。複数
人のために財産を管理する者（受託者、遺言
執行者、社団代表者、業務執行者など）が、
当該複数人相互間の利害を調整し、適切に財
産を管理することを、どのように確保すべき
なのかを、明らかにする。これらの場合に、
当該複数人と財産を管理する者との間に、ど
のような権利義務関係があるのかについて、
実体法および手続法の観点から、多面的多角
的に考察する。複数人により、または、複数
人のために行われた財産管理行為につき、当
該複数人と当該行為の相手方がどのような
関係にあるのかを、明らかにする。特に、相
手方が当該複数人側に対して有する債権に
ついて、どの財産が責任財産となり、判決手
続および執行手続においてどのように実現
されるのかについて、考察する。 

複数の研究者が共同して研究を推進する
ことで、複数の財産管理制度類型について、
多面的多角的な観点から研究を行う。そのた
めに、研究代表者・研究分担者の全員が参加
する研究会合を、研究期間中、定期的に行い、
研究の成果・途中経過を報告し、全員で討議
する。それを行ったうえで、研究代表者・研
究分担者のそれぞれが、それらによって得ら
れた研究成果を、図書・論文発表により、ま
たは、学会報告により発表する。以上の方法
により研究を行った。 
 
４．研究成果 
研究成果の概要として、複数人が管理する

財産や、複数人に権利または利益が帰属する
財産について、意思決定や代表の方法、訴訟
や強制執行のあり方をめぐる問題が、権利義
務の内容や帰属をふまえて解決されるべき
であることなどを明らかにした。具体的には、
マンションの管理組合における意思決定と
訴訟、入会権をめぐる訴訟、法人でない団体
（権利能力なき社団）をめぐる訴訟と執行、
共同相続財産をめぐる訴訟、投資信託の受益
権に対する強制執行などに関する諸問題に
ついて、それぞれ結論を得た。主要な研究成
果は、以下のようなものである。 
マンションの管理組合について、改正被災

マンション法における区分所有建物の敷地
売却決議などの意思決定の規律を明らかに
した（雑誌論文 38、39）。また、区分所有建
物の管理について、管理者による代理の方法
と、管理組合を当事者とする方法があること
を示し、区分所有建物の管理組合の法的性格、
および、管理組合をめぐる法律関係を明らか
にした（雑誌論文 42）。また、管理組合が原
告となる給付訴訟において、訴訟物とされた
請求権が管理組合の財産に属する旨の主張
により、その原告適格が認められることを示
した（雑誌論文⑮、34）。 
入会権をめぐる訴訟について、権利帰属の

態様や意思決定のあり方と当事者適格の関
係を明らかにし、固有必要的共同訴訟とされ
る入会権確認訴訟において、提訴に同調しな
い者と外部者との間で判決効が生じること
の必要性とその方策を示した（雑誌論文④、
⑥、⑳、21、44、学会発表③、④）。 
権利能力なき社団を原告とする給付訴訟

について、社団の当事者能力を前提に、訴訟
物とされる権利関係が社団の構成員全員の
総有に帰属する旨の主張により、原告適格が
認められること（雑誌論文⑮）、特に、団体
の不動産が代表者名義で登記されるべき場
合に、登記名義人に対して代表者名義への登
記手続を求める訴訟において、団体の構成員
に総有的に帰属する登記請求権につき、団体
に当事者適格が認められること、団体の得た
判決に基づいて代表者が登記申請をするこ



とができること（雑誌論文①、⑬）を明らか
にした。また、法人でない社団の財産に対す
る強制執行について、判例の示す方法の問題
点を指摘した（雑誌論文 49）。 
共同相続財産について、遺産確認の訴えは、

係争財産を対象とする遺産分割審判の確定
後に、遺産帰属性を争うことを遮断し、審判
の効力を安定させる点にその適法性の根拠
があり、それゆえ相続人全員を当事者とする
ことを要する固有必要的共同訴訟とされる
ところ、他の共同相続人に相続分の全部を譲
渡した共同相続人は、遺産分割の当事者たる
資格を失うことから、遺産確認の訴えの当事
者適格が認められないことを明らかにした
（雑誌論文②）。 
投資信託について、受益者が有する受益権

から受益者の債権者がどのように債権回収
を行うかという問題について、販売会社と受
益者との間の法律関係において換金禁止が
実効性を持つよう、強制執行制度を運用すべ
きであるとの見解が相当であるという結論
を得た（雑誌論文⑪、学会発表①）。 
 以上のほか、2013 年に消費者裁判手続特例
法が成立したところ、個々の消費者に帰属す
る損害賠償請求権を訴訟上追行する主体の
当事者適格について、同法の規律を検討した。
そのうえで、立法論として、一定のクラス全
員分の損害賠償請求につき、共通義務の確認
だけでなく、給付判決を得るところまで手続
追行主体の訴訟追行権を認める旨の手続構
想を示した（雑誌論文 29）。 
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